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1.　当社株式の時価総額（月間平均時価総額及び月末時価総額）について

す。

（ご参考）

平成 20 年   7 月 円 円

平成 20 年   8 月 円 円

平成 20 年   9 月 円 円

平成 20 年 10 月 円 円

平成 20 年 11 月 円 円

平成 20 年 12 月 円 円

平成 21 年   1 月 円 円

2.　今後の当社の方針等について

ございます。

株主、投資家の皆様におかれましては、何卒一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以　上

当社株式の時価総額について

ます。また、ご支援頂いております株主の皆様におきましては早期の復配を目指して参る所存で

712,380,952 750,000,000

673,333,333 630,000,000

方針として販売の強化、経費の削減及び業務提携による販売の拡大とコストダウンを行って参り

621,111,111

今後の業績及び事業の展開につきましては、当社は平成20年10月23日に開示いたしました「事業

の現状、今後の展開等について」の通り、平成20年9月期から平成23年9月期の中期経営計画に基

づいて、内部統制の充実、製品の安全性の確保及び高収益企業への体質変換を経営計画の基本
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840,000,000

東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所に提出しない

総額が10億円に満たない場合において、9ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他

記

変更となりました。

当社株式時価総額

のおそれがある旨開示いたしました。

が6億円を上回っておりますので、上場廃止のおそれがある銘柄から解除となりました。

990,000,000

しかし本年1月13日、東京証券取引所より現下の株式市場を鑑み、本年12月末まで市場第一部

から市場第二部への指定替え基準及び上場廃止基準のうち時価総額及び流通株式時価総額に

係る基準を一部変更する旨の通達を受け、上場廃止基準の時価総額は現行の10億円から6億円に

今回の上場廃止時価総額基準の緩和により平成21年1月の月間平均時価総額及び月末時価総額

東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項第４号aでは、月間平均時価総額及び月末時価

東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項第４号aに基づき、時価総額基準により上場廃止

当社株式は、平成20年7月において月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となり、

当社株式は、平成21年1月において月間平均時価総額及び月末時価総額が6億円を越え、上場

廃止のおそれがある銘柄から解除となりましたのでお知らせいたします。

場合にあっては、3ヶ月）以内に、10億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されておりま

616,666,667 630,000,000

月末時価総額月間平均時価総額

973,333,333

916,666,667

750,000,000

650,000,000

760,000,000


